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健康日本21（第二次）に関する具体的な取組

全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

①

⑤

③ ④②

生活習慣病の
発症予防・重症

化予防

社会生活
機能の
維持・向上

社会参加
の機会の
増加

健康のための資源
（保健・医療・福祉
等サービス）への
アクセスの改善と
公平性の確保

生活習慣病の改善
（リスクファクターの低減）

社会環境の改善

健康日本２１（第二次）の概念図

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

生活の質の向上 社会環境の質の向上
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目標項目

栄養・
食生活

① 適正体重を維持している者の増加（肥満、やせの減少）
② 適切な量と質の食事をとる者の増加
ア 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合
イ 食塩摂取量の減少
ウ 野菜と果物の摂取量の増加
③ 共食の増加（食事を１人で食べる子どもの割合の減少）
④ 食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録の増加
⑤ 利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加

身体活動・
運動

① 日常生活における歩数の増加
② 運動習慣者の割合の増加
③ 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

休養
① 睡眠による休養を十分とれていない者の減少
② 週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減少

飲酒

① 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコールの摂取量が男性40g以上、
女性20g以上の者）の割合の減少
② 未成年者の飲酒をなくす
③ 妊娠中の飲酒をなくす

喫煙

① 成人の喫煙率の減少（喫煙をやめたい人がやめる）
② 未成年者の喫煙をなくす
③ 妊娠中の喫煙をなくす
④ 受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の減少

歯・口腔
の健康

① 口腔機能の維持・向上
② 歯の喪失防止
③ 歯周病を有する者の割合の減少
④ 乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加
⑤ 過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

食生活、運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣
及び社会環境の改善に関する目標
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飲酒による社会問題（他者への
暴力、飲酒運転事故等）の回避

○生活習慣病のリス
クを高める量を飲酒
している者の割合の
減少

精神疾患、循環器
疾患やがん、肝臓
障害等の予防

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略に基づく取組の推進

飲酒の目標設定の考え方

〈社会環境の改善〉〈飲酒習慣の改善〉

次世代の健康
の確保

○未成年者の飲酒
をなくす

○妊娠中の飲酒をな
くす



受動喫煙への曝露状況の
改善

○受動喫煙の機会（家庭・職
場・飲食店・行政機関・医療機
関）を有する者の割合の低下

がん、循環器疾患、
ＣＯＰＤ、糖尿病等の

予防
要介護状態の予防

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

たばこ規制枠組条約に基づく取組の推進
（受動喫煙の防止、禁煙支援・治療の普及、たばこ価格・税の引き上げ等）

喫煙の目標設定の考え方

〈社会環境の改善〉〈喫煙習慣の改善〉

次世代の健康の
確保

喫煙率の低下

○成人の喫煙率の低下
○未成年者の喫煙をなくす
○妊娠中の喫煙をなくす



社会全体としての国民運動へ

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ
○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○大臣表彰「健康寿命をのばそう！アワード」
○「健康寿命をのばそう！サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開
○「いきいき健康大使」による、各種イベントでの健康づくりの呼びかけ

厚 生 労 働 省

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマー
クの使用（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の
呼びかけ、検診・健診促進のためのポスター等に
よる啓発 → 社員・住民の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・食品会社

等

・メディア
・外食産業

企業・団体

自治体＜健康寿命をのばそう！アワード表彰式＞

○背景：高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予
防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会を実現することが重要である。

○目標：「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む
企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意
識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞
参加団体数：6,100団体

(R3.3.31現在)
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健康増進普及月間の実施について

○ 厚生労働省では、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性

についての国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、毎年９月１

日から３０日までの１か月間を健康増進普及月間とし、種々の行事等を全国的に実施。

○ 令和３年度健康増進普及月間では、

をテーマとし、各種対策を推進していく。

ポスターの作成等により健康増進に関する普及啓発 各自治体及び関係団体への協力依頼

※今年度はスマート・ライフ・プロジェクトオフィシャルアンバサダーとして波瑠氏を起用

〈活動内容の例示〉
・テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の
協力を得た広報
・各自治体の広報紙、関係機関及び
関係団体等の機関紙、有線放送、
インターネット等の活用による広報
・ポスター、リーフレットによる広報
・健康増進に関する各種講演会、研
修会、シンポジウム等の開催
・ウォーキング等の運動イベントの開
催
・地域別、年代別に応じた健康増進の
ための行動目標、スローガン等の公
募及び発表
・住民主体のボランティアグループ等
を通じた情報提供の推進
・健康相談、食生活相談及び栄養改
善指導
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スマート・ライフ・プロジェクト 普及啓発ポスター・リーフレット

スマート・ライフ・プロジェクト
普及啓発ポスター

スマート・ライフ・プロジェクト
リーフレット 7



e-ヘルスネット
（ＷＥＢでの機能）

● 生活習慣病予防、健康政策、身体活動・運動、栄養・食生活、休養・こころの健康、歯・口腔の健康、飲酒、

喫煙、感覚器など、その他の10分野について、メタボリック対策等に必要な最新情報をウェブサイト

（http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/）にて提供。

● 情報提供は、最新の科学的知見に基づかなくてはならないため、情報評価委員会で正式決定した情報を掲載

している。

生活習慣病予防のための健康情報サイト

平成２０年度から実施された医療制度改革の一環として定められた特定健診・特定保健指導制度の実施に伴い、国民

の生活習慣への改善を行うために、科学的知見に基づく正しい情報の国民への発信提供を行っている。

情報提供
（最新情報の提供）

国民

情報評価委員会
（専門委員）

保険者・事業者

e-ヘルスネット

厚生労働省
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１ セミナーの実施
商工団体・よろず支援拠点等と連携を図りながら、働き方改革関連法の改正内容や
助成金活用に向けたセミナーを開催

※平成30年度実績 ：約3,000回開催、参加者約113,000名
※令和元年度実績 ：約4,000回開催、参加者約144,000名
※令和２年度実績 ：約4,000回開催、参加者約 55,000名
※令和３年度４月～5月実績 : 約 160回開催 、参加者約 3,300名

働き方改革推進支援センターによる支援

２ 個別相談の実施
(1)センター窓口等における個別相談・支援

働き方改革に関するパンフレットを活用しながら、
労務管理等に係る相談に対する支援を実施

※平成30年度実績 ：約13,000件
※令和元年度実績 ：約20,000件
※令和２年度実績 ：約26,000件
※令和３年４月～5月実績：約4,200件

(2)アウトリーチ型相談支援の実施
個別企業への訪問による伴走型支援を実施
サポート事例を公開の上、専門家の支援をＰＲ

※平成30年度実績 ：約12,000件
※令和元年度実績 ：約20,000件
※令和２年度実績 ：約28,000件
※令和３年４月～5月実績：約2,300件

(3)出張相談会による個別相談・支援
商工団体・よろず支援拠点等と連携を図りながら、出張相談会を実施

※平成30年度実績 ：約 4,000件
※令和元年度実績 ：約 6,000件
※令和２年度実績 ：約13,000件
※令和３年４月～5月実績： 約500件

（参考）センターのご案内
所在地、連絡先、ＨＰなどが一目で把握できる特設サイトを公開中
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/


働き方改革推進支援助成金

コース名 助成概要 支給要件 助成率 助成上限額 助成対象 賃金加算

労働時間短縮・
年休促進支援
コース

労働時間の短縮
や、年次有給休
暇の取得促進に
向けた環境整備
に取組む中小企
業事業主に助成

助成対象の取組を行い、
以下の何れかを１つ以上
実施

①36協定の月の時間外
労働時間数の縮減

②特別休暇の整備
③時間単位の年休の整備

費用の

３/４
を助成

事業規模30名
以下かつ労働
能率の増進に
資する設備・
機器等の経費
が30万円を超
える場合は、

4/5を助成

成果目標の達成状況に基づき、
①～③の助成上限額を算出

合計は200万円

①月80時間超の協定の場合に
月60時間以下に設定：100万円

※月60時間超80時間以下の設定に留まった
場合：50万円

※月60時間超80時間以下の協定の場合に、
月60時間以下に設定：50万円

②50万円
③50万円

労働時間短縮や生産
性向上に向けた取組
①就業規則の作成・

変更
②労務管理担当者・

労働者への研修
（業務研修を含む）
③外部専門家による

コンサルティング
④労務管理用機器等

の導入・更新
⑤労働能率の増進に

資する設備・機器
の導入・更新

⑥人材確保に向けた
取組等

賃金を３％
以上引き上
げた場合、
その労働者
数に応じて
助成金の上
限額を更に
15万円～最
大150万円
加算

【５％以上
の場合は、
24万円～最
大240万円
加算】

勤務間インターバ
ル導入コース

勤務間インター
バルを導入する
中小企業事業主
に対し助成

助成対象の取組を行い、
新規に９時間以上の勤務
間インターバル制度を導
入すること

勤務間インターバル時間数に応じて
・９時間以上11時間未満

：80万円
・11時間以上：100万円

労働時間適正管
理推進コース

労務・労働時
間の適正管理
を推進し、労
働時間等の設
定の改善の成
果を上げた中
小企業事業主
に対して助成

助成対象の取組を行い、
新たに勤怠・賃金計算等
をリンクさせたITシステ
ムを用いた時間管理方法
を採用するとともに、労
務管理書類の５年間保存
について就業規則等に規
定すること。また、労働
時間適正把握に係る研修
を実施すること。

上限額：50万円

団体推進コース 傘下企業の生産
性の向上に向け
た取組を行う事
業主団体に対し
助成

事業主団体が助成対象の
取組を行い、傘下企業の
うち１/2以上の企業につ
いて、その取組又は取組
結果を活用すること

定額 上限額：500万円

複数地域で構成する事業主団体
（傘下企業数が10社以上）の場合は
上限額：1,000万円

①市場調査
②新ビジネスモデル

の開発、実験
③好事例の周知、

普及啓発
④セミナーの開催
⑤巡回指導、相談

窓口の設置 等

なし



アルコール健康障害対策基本法（概要）（平成25年法律第109号） 平成26年６月１日施行

酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な
飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な
社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アル
コール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的と
する。

目的（第1条）

・政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならない。少なくとも５年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは、基本計画を

変更しなければならない。変更しようとするときは、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、案を作成し、閣議決定。

・都道府県は、都道府県アルコール健康障害対策推進計画を策定するよう努めなければならない。

アルコール健康障害対策推進基本計画（第12条、第14条）

教育の振興等／不適切な飲酒の誘引の防止／健康診断及び保健指導／医療の充実等／飲酒運転等をした者に対する指導等／相談支援等／

社会復帰の支援／民間団体の活動に対する支援／人材の確保等／調査研究の推進等

基本的施策（第15条～第24条）

アルコール関連問題

アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、
虐待、自殺等の問題

アルコール健康障害
アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等
の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害

定義（第2条、第５条）

○基本計画（第１期：平成28年度～令和2年度）【平成28年5月策定】 ※その後、内閣府から厚生労働省へ事務移管（平成29年4月）

○基本計画（第2期：令和3年度～令和7年度） 【令和3年3月策定】

・厚生労働省のアルコール健康障害対策関係者会議において、計画（案）を検討（令和元年10月～令和2年12月）

国・地方公共団体・国民・医師等の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮する努力義務

責務（第４条～第９条）
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アルコール健康障害対策推進基本計画【第２期（令和３年度～令和7年度）】

○アルコール健康障害の発生・進行・再発の各段階での防止対策を適切に実施

○アルコール健康障害の本人・家族が日常生活・社会生活を円滑に営むことを支援

○関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等に係る施策との有機的な連携

１．基本理念

○飲酒に伴うリスクの知識の普及

○不適切飲酒を防止する社会づくり
○本人・家族がより円滑に支援に結びつくように、切れ目のない支援
体制（相談⇒治療⇒回復支援）の整備

①生活習慣病リスクを高める量（※）の飲酒者の減少
※純アルコール摂取量/日 男性40g以上, 女性20g以上

②20歳未満の者・妊娠中の者の飲酒をなくす

高３男子 21.7％ (H22) →10.7％ (H29) →0％（目標）
高３女子 19.9％(H22) →  8.1％ (H29) →0％（目標）
妊娠中 8.7％(H22) →  1.2％ (H29) →0％（目標）

③関係機関の連携のため、都道府県等で連携会議の設置・定期開催

④アルコール依存症への正しい知識を持つ者の割合の継続的向上
（現状）アルコール依存症のイメージ （H28 内閣府世論調査）

・本人の意思が弱いだけであり、性格的な問題である（43.7%） 等

※治療に結びつきにくい社会的背景の１つに、依存症への誤解・偏見

⑤アルコール健康障害事例の継続的な減少
（現状）アルコール性肝疾患

患者数 3.7万人（H29患者調査） 、 死亡者数 0.5万人（R1)

○問題飲酒者の割合
（現状） 男性：21.4％女性：4.5％（H30）

※アルコール使用障害簡易スクリーニングテスト(AUDIT） 8点以上

○一時多量飲酒者の割合

（現状） 男性：32.3％女性：8.4％（H30）

※過去30日間で一度に純アルコール60g以上飲酒 など

○アルコール依存症が疑われる者数〔推計〕と受診者数の乖離
（いわゆる治療ギャップ）

（現状） 受診者数（NDBベース） 外来10.2万人、入院2.8万人 （H29）

生涯経験者〔推計〕 54万人(H30）
依存症が疑われる者（AUDIT15点以上）〔推計〕 303万人(H30) など

重
点
課
題

重
点
目
標

関
連
指
標

男性 15.3％ (H22) →14.9% (R1）→13.0％ (目標）
女性 7.5% (H22) →  9.1％ (R1）→  6.4％ (目標）

相談拠点 医療機関 自助グループ等

基本計画【第１期】の目標 基本計画【第１期】の目標
・全都道府県に相談拠点・専門医療機関を整備（概ね達成見込み）継続

改定

２．重点課題

アルコール健康障害の発生予防 進行予防 再発予防
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①教育の振興等

②不適切な飲酒の誘引の防止

③健康診断及び保健指導

④アルコール健康障害に係る医療の充実等

⑥相談支援等

⑦社会復帰の支援

⑧民間団体の活動に対する支援

⑨人材の確保等 ⑩調査研究の推進等

・小中高、大学等における飲酒に伴うリスク等の教育の推進

・職場教育の推進（運輸業の乗務員等）

・年齢、性別、体質等に応じた「飲酒ガイドライン」（普及啓発資料）作成

・女性、高齢者などの特性に応じた啓発

・アルコール依存症に関する正しい知識の啓発 等

・酒類業界による広告・宣伝の自主基準の遵守・必要に応じた改定

・酒類の容器へのアルコール量表示の検討

・酒類販売管理研修の定期受講の促進

・２０歳未満の者への酒類販売・提供禁止の徹底 等

・健診・保健指導でのアルコール健康障害の早期発見・介入の推進

・地域の先進事例を含む早期介入ガイドラインの作成・周知

・保健師等の対応力向上のための講習会の実施

・産業保健スタッフへの研修等による職域での対応促進 等

・アルコール健康障害の早期発見・介入のため、一般の医療従事者（内
科、救急等）向けの研修プログラムの普及

・専門医療機関と地域の精神科等の連携促進等により、より身近な場所
での切れ目のない医療提供体制の構築

・「一般医療での早期発見・介入」、「専門医療機関での治療」から「自助
グループ等での回復支援」に至る連携体制の推進

・アルコール依存症の治療法の研究開発 等

・飲酒運転、暴力、虐待、自殺未遂等を行い、依存症等が疑われる
者を治療等につなぐ取組の推進

・地域の相談拠点を幅広く周知

・定期的な連携会議の開催等により、地域における関係機関（行政、
医療機関、自助グループ等）の連携体制の構築

・相談支援を行う者の対応力向上に向けた研修等の実施

・依存症者や家族に対する支援プログラムの実施

・災害や感染症流行時における相談支援の強化 等

・アルコール依存症者の復職・再就職の促進

・治療と就労の両立を支援する産業保健スタッフ等の育成・確保

・依存症からの回復支援に向けた自助グループ、回復支援施設の
活用促進 等

・自助グループの活動や立ち上げ支援

・感染症対策等の観点で、オンラインミーティング活動の支援

・相談支援等において、自助グループ等を地域の社会資源として活用

※下線は基本計画【第１期】からの主な変更箇所

⑤アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等

３．基本的施策

基本的施策①～⑧に掲げる該当項目を再掲
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１．国及び地方公共団体の責務等

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め

る。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、

屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号） 概要
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２．多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

ることができる。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす

る。

３．施設等の管理権原者等の責務等

(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

４．その他
(1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
(2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる

よう努めるものとする。
(3) 法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※１ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※３ 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といっ

た喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

Ａ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自動車・航空機

禁煙

（敷地内禁煙（※１））

Ｂ 上記以外の多数の者が利用する施設、

旅客運送事業船舶・鉄道
原則屋内禁煙

(喫煙専用室（喫煙のみ）内

でのみ喫煙可)
飲食店

【加熱式たばこ（※２）】

原則屋内禁煙

(喫煙室（飲食等も可）内

での喫煙可)

経過措置

既存特定飲食提供施設

（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額

5000万円以下（※３））

かつ 客席面積100㎡以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可

2020年４月１日（ただし、１及び２(5)については2019年１月24日、２.Ａ二重線部の施設に関する規定については2019年７月１日）

施行期日

別に法律で定める日までの間の措置

当分の間の措置

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】
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屋内禁煙 喫煙専用室設置（※）
加熱式たばこ専用の
喫煙室設置（※）

○ 敷地内禁煙
・学校、児童福祉施設
・病院 、診療所
・行政機関の庁舎 等

or

※ 全ての施設で、
喫煙可能部分には、
ア喫煙可能な場所である
旨の掲示を義務づけ

イ客・従業員ともに
20歳未満は立ち入れない

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

○ 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
（例） できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

屋外や家庭など

喫煙可能（※）

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

【経過措置】

既存の経営規模の
小さな飲食店

・個人又は中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

上記以外の施設＊

・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送用事業船舶、鉄道

・国会、裁判所
等

＊個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住
の用に供する場所は適用除外

○ 原則屋内禁煙 （喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要）

○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能

経営判断により選択

経
営
判
断
等

室外への煙の流出防止措置

飲食可喫煙のみ

子どもや患者等に特に配慮

第一種施設

第二種施設

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

○ 施設内で喫煙可能（※）
喫煙目的施設

改正健康増進法の体系

2019年
7月1日
施行

2020年
4月1日
施行

2019年
1月24日
施行

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1
6



受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進

○ 改正健康増進法第25条及び第26条の規定に基づき、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を
防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するとともに、施設の管理権原者等と相互に連携を図
りながら協力するように努めていただく。

（具体的な取組みの例）
・ 国民や施設の管理権原者などに対し、改正健康増進法の内容、受動喫煙による健康影響等について、パンフ

レット資材の作成・配布等を通じて周知啓発を推進
・ 屋外における受動喫煙対策としての屋外分煙施設の設置
・ 施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換の実施
・ 受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナー向上のための啓発活動等の実施にかかる相互協力
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喫煙専用室標識等の標識例

① 喫煙専用室標識 ② 喫煙専用室設置施設等標識 ③ 指定たばこ専用喫煙室標識 ④ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

⑥ 喫煙目的室設置施設標識⑤ 喫煙目的室標識 ⑦ 喫煙可能室標識 ⑧ 喫煙可能室設置施設標識
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①喫煙禁止場所にお
ける喫煙

②喫煙器具、設備
等の設置

④20歳未満の者を喫
煙室に立ち入らせる

③紛らわしい標識の
掲示、標識の汚損等

【全ての者】 【管理権原者等】 【管理権原者等】【全ての者】

知事等が「勧告」

知事等が

「公表」

管理権原者等が
喫煙の中止等を求める

知事等が「指導」

知事等が「命令」

「罰則の適用」（過料）※知事等が地方裁判所に通知

違反が発覚 ※都道府県等に住民からの相談窓口を設置。

※違反があった際
には、知事等の
指導によって改
善を図る。

（20歳未満の者が受動喫
煙をしている場合に相
談窓口で受付け）

窓口への相談や情報提供があった場合、他法令・他制度に係る業
務において事業者との接点がある場合などに要件適合性の確認等
を行い、違反があった場合には改善を促す。

違反を認めた場合の対応
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世界禁煙デー（2021月5月31日）

ホームページ ポスター
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